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議案第７０号 

 

   おいらせ町学習等供用施設条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町学習等供用施設条例（平成１８年おいらせ町条例第９４号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ３ 年１２月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町深沢地区生活会館について、老朽化に伴い施設の利用を廃

止しているため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２の規定に基づき提案するものである。 



２ 

   おいらせ町学習等供用施設条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町学習等供用施設条例（平成１８年おいらせ町条例第９４号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中 

「 

                                」 

を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  

おいらせ町深沢地区生活会館 おいらせ町深沢一丁目７３番地５９７ 


